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研究要旨 

平成 20 年「災害時難病患者支援計画を策定するための指針」が作成された．その後，災害対策
基本法などの改正があり，改訂をおこなうべく準備中である．改訂「指針」の資料とするため，
都道府県が災害時要援護者，あるいは，避難行動要支援者に難病患者を含めているかと，避難所
における難病患者に特化した課題について，調査をおこなった．難病患者を災害時要援護者ある
いは，避難行動要支援者に含めている自治体は 32となり，平成 20年と比較して，増加していた．
また，難病患者の避難所における課題は，避難所のトイレ・居住性と医療関連，福祉避難所に関
する課題であった．今後，こうした点も改訂「指針」に記載していく予定である． 

 

 

A. 研究目的  

   平成 20 年に作成された「災害時難病患者
支援計画を策定するための指針（指針）」の
改訂を計画している．今年度は，①都道府県
が災害時要援護者，あるいは，避難行動要支
援者に難病患者を含めているか，また，②避
難所における難病患者に特化した課題につ
いての調査をおこない，改訂する「指針」の
資料とすることを目的とした． 

B. 研究方法  

「指針」改訂については，項目立てをお
こなった後，執筆者から原稿を収集し，用
語の統一などの作業とともに，行政・保健
師等と「指針」本来の目的に合致している
かについて，検証をおこなった後，出版す
る． 

①都道府県が災害時要援護者，あるいは，
避難行動要支援者に難病患者を含めている
かについては，都道府県のホームページ
（HP）にアクセスし，HP 上で「災害時要援
護者支援」等で検索．検索結果から，「災害
時要援護者支援体制」等のキイワードで検
索し，内容を確認した．都道府県の HPで検
索できない場合，Google で，都道府県名と
上記のキイワードで検索し，内容を確認し
た． 

②避難所における難病患者に特化した課
題については，東日本大震災時の記録・調
査，行政および難病と関連する団体への問
い合わせ，さらに，インターネット上で，「避
難所 難病患者」などのキイワードで検索
をおこない，内容の確認をおこなった． 



 
 

(倫理面への配慮) 

「指針」改訂については，個人情報等の
倫理面への配慮を十分におこなう．また，
都道府県の調査と避難所に関する調査は，
いずれも公表されている文書を中心におこ
なうが，個人情報等の取扱に関しては，十
分な配慮した．以上について，静岡富士病
院倫理委員会で審査をおこない，承認をさ
れた． 

 

C. 研究結果 

「指針」改訂については，平成 28 年 5
月第1回打合せをおこない，スケジュール，
執筆者の確認をおこなった．その後，関連
する DMAT との打合せ，保健医療科学院等と
の打合せ，改訂「指針」の項目立て，執筆
者への依頼をおこない，12 月第 2 回編集会
議を経て，平成 29年 1月改訂作業を継続し
ている． 

①都道府県が災害時要援護者，あるいは，
避難行動要支援者に難病患者を含めている
かについて 

平成 20 年「指針」作成時には，災害時
要援護者あるいは要配慮者に，難病患者を
含めていた都道府県は15自治体であったが，
今回の調査では 32 自治体と増加していた． 

②避難所における難病患者に特化した
課題について 

避難所の居住性についての課題が多か
った．トイレに関しては，数，洋式便器，
バリアフリー化などの問題が挙げられてい
た．居住性については，床が固い，ベッド
や手すりがほしい，プライバシーの課題が
あった．医療と関連した問題としては，難
病患者の多くが医療関連の課題をもってい
るため，そうした患者の抽出，医薬品の備
蓄・提供が必要であるとの意見があった．
この点と関連し，難病患者とわかる腕章な
どの目印が必要ではないかとの意見もあっ
た．福祉避難所については，場所の周知が
なされていない，また，機能的に，電源の
確保などがあげられていた． 

 

D. 考察 

「指針」の改訂については，今後，作業を
継続し，行政の方々に有用なものを策してし
ていきたい． 

自治体に対する調査については，難病患者
が災害時要援護者，避難行動要支援者に含め
た自治体数が増加しており，平成 20年の冊
子が一定の役割を果たしたものと考えられ
た． 

避難所については，避難所に焦点を当てた
アンケート調査等が少なかったため，調査対
象となる文献等が少なく，十分とはいえない
結果であった．しかし，課題の内容は高齢者，
障害者にも共通するものがあり，今後の対策
には役立つものと考えられた．また，とかく
急性期に焦点が当てられがちな災害対策に，
こうした課題を含めることは重要であると
考えられた． 

内閣府から，避難所に関して，様々なガイ
ドラインや指針が示されており，これらの確
実な実行が必要であると考えられた． 

E. 結論 

改訂「指針」が行政にとって，有用なも
のとなるよう，今後も必要な課題を調査し
ていく必要がある． 

F．健康危険情報 

   なし 
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1. 論文発表  

なし 
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